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重度心身障害者医療費助成制度が変わります
令和６年７月から、鹿児島県が実施している重度心身障害者医療費助成制度の変更に伴い、本市に
おいても次のとおり変更になります。

問 福祉課　障害福祉係　☎ 内線 127

● 変更内容について

■ 対象者の追加
　 精神障害者保健福祉手帳１級を所持されてい
　 る方が新たに追加されます。ただし、申請で
　 きる医療費は通院分に限ります。

■ 所得制限の導入
　 特別障害者手当の所得制限を準用した所得制
　 限を導入します。

■ 有効期間　毎年 10 月１日 ～ ９月 30 日
※令和６年のみ７月１日（月）～ ９月 30 日（月）
　も併せて対象となります。
※毎年、所得確認を行い、受給資格者証を更新
　します。

■ 支給方法　
　 現行の償還払い方式から自動償還払い方式に
　 変更となります。

■ 申請方法　
　 医療機関を受診された際、窓口にて１か月に
　 １回、受給資格者証をご提示ください。
※医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合 
　会を経由して市町村へ診療データが提出され
　るため、福祉課への領収書（証明書）の提出
　が不要になります。

● 制度変更に伴う手続きについて

・所得確認を行うための同意書を対象者となる方
へ送付しますので、ご記入いただき、福祉課ま
でご提出ください。

・所得確認後、受給対象となる方に受給資格者証
を送付します。

・所得制限を超過している方には非該当となる旨
の通知を送付します。

● 自動償還払いとならない場合

以下の場合については、これまでと同様に領収
書（証明書）をご提出ください。

・医療機関の窓口で１か月に１回、受給資格者証
を提示しなかった場合

・県外の医療機関を受診した場合
・県医師会等に加入していない医療機関を受診し

た場合（市町村が個別で自動償還払いの契約を
している医療機関は除きます。）

・保険適用の医療用装具を作成した場合
・令和６年６月末までに受診された医療費

保
健
・
福
祉

垂
水
市
介
護
保
険
運
営
協
議
会

委
員
の
募
集

　

垂
水
市
で
は
、
介
護
保
険
制
度
の
円
滑

な
運
営
を
図
る
た
め
、
介
護
保
険
事
業
の

運
営
等
を
協
議
す
る
介
護
保
険
運
営
協
議

会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
資
格
（
全
て
に
該
当
す
る
方
）

①
市
内
在
住
の
満
40
歳
以
上
の
方

②
高
齢
者
保
健
福
祉
の
推
進
に
理
解
と
熱

　

意
の
あ
る
方

③
介
護
保
険
制
度
を
理
解
し
、
平
日
の
会

　

議
に
出
席
で
き
る
方

■
任
期　

　

委
嘱
の
日
～
令
和
９
年
５
月
31
日
（
月
）

※
期
間
内
に
約
８
回
の
会
議
を
予
定

※
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の

　

委
員
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
募
集
人
数　

５
人
程
度

■
募
集
方
法　

申
込
書
を
福
祉
課
へ
提
出

※
申
込
書
は
、
福
祉
課
窓
口

　

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
限

　

４
月
30
日
（
火
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

介
護
保
険
係

　

☎
32

－

1
1
1
5

▲ HP はこちら

令和６年度 たるみず寄りそい心の相談事業
　垂水市では、相談者の多様化する悩みやライフスタイルに対応するため、「対面」「電話」「LINE」
相談窓口を新たに設けて、相談体制を強化します。垂水市民の方なら、どなたでも無料でご相談い
ただけます。※相談窓口は、一般社団法人パーソナルサービス支援機構に委託し開設します。

問 保健課　健康増進係　 ☎ 32-1116

開催日 時間 場所

4/ 8（月）

午後１時～午後４時
（最終受付：午後３時）

垂水市市民館
２階第１研修室

5/13（月）

6/10（月）

7/ 8（月）

8/16（金）

9/ 9（月）

▼たるみず寄りそい心の相談会日程（上半期）

詳しくは
市 HP から

※ 10 月以降の日程は９月号でご案内いたします。
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１

● 対面相談

①たるみず寄りそい心の相談会

　 垂水市市民館でパーソナルサービス支援機構
　 のスタッフが相談に応じます。

②来所相談（事前申し込み）

　 パーソナルサービス支援機構事務所で相談に
　 応じます。（鹿屋市西原２丁目 18-33）

③アウトリーチ（戸別相談）（事前申し込み）

　 パーソナルサービス支援機構のスタッフが相
　 談者のご自宅等で相談に応じます。

■ 対面相談の事前申し込み先
　 たるみずいのちつなぐほっとテレフォン 
　 ☎ 0120-836-183
　 （ご予約時には体調等の確認をさせていただき
　    ます。）

● 電話相談

■ 時間　24 時間対応
■ 電話　☎ 0120-836-183

● LINE 相談

■ 時間　24 時間対応
■ LINE ID　＠ tarumizu-yorisoi ▲ LINE 登録
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▲ 申込書は、
　こちらから
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